
 

 

 

農地法等に基づく府中町の処分に係る審査基準等 
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当審査基準等において使用した略語は、次のとおり。 
 
法    農地法（昭和 27 年法律第 229 号） 
施行令  農地法施行令（昭和 27 年政令第 445 号） 
施行規則 農地法施行規則（昭和 27 年農林省令第 79 号） 
知事  広島県知事 
県  広島県 
農地等  農地又は採草放牧地 
 
※「おおむね」の取り扱い 
 当審査基準等において、距離及び面積について「おおむね」とした場合は

２割の範囲内で運用するものとする。 
 
※農地法関係の府中町への権限移譲に伴う表記 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17 の 2 第１項の規定

に基づき広島県が制定した「広島県の事務を市町が処理する特例を定める

条例」（平成 11 年条例第 34 号）第２条により、農地法関係の事務・権限が

市町に移譲されています（４ヘクタールを超える農地転用許可権限及びそ

れに伴う法第 49 条の立入調査並びに法第 51 条の違反転用に対する処分を

除く。）。 
 なお、当審査基準等は広島県の定める「農地法関係事務処理ガイドライ

ン」を準用しており、文中「農業委員会」は「町」又は「町長」と読み替え

ます。 
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